
 

大和高田市国民健康保険特定保健指導等業務委託事業者選定 

プロポーザル審査委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 大和高田市国民健康保険特定保健指導等業務委託に係る受託者（以下「受託候補

者」という。）の選定をプロポーザル方式により厳正かつ公平に行うため、令和８年度大

和高田市国民健康保険特定保健指導等業務委託事業者選定プロポーザル審査委員会（以

下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１） 実施要領及び仕様書の審議及び策定に関する事項 

（２） 審査基準及び審査方法に関する事項 

（３） 提案書、プレゼンテーション等の内容の総合評価に関する事項 

（４） 前３号に掲げるもののほか、受託候補者の選定に関し市長が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 委員会は、委員６人以内をもって組織する。 

２ 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。 

（１） 市民生活部長 

（２） 健康増進課長 

（３） 健康増進課参事 

（４） 長寿介護課長 

（５） 地域包括ケア推進課長 

３ 前項の委員のほか、委員長が必要と認めるときは、同項各号に掲げる委員以外の者を

委員とすることができる。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は、市民生活部長をもって充てる。 

３ 副委員長は、健康増進課長をもって充てる。 

４ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（会議） 



 

第５条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の３分の２以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところ

による。 

４ 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見

を聴取し、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

（情報公開） 

第６条 会議は、非公開とする。 

２ 会議において提案のために使用された資料のうち事業者から提出されたものについて、

閲覧又は謄写の請求があったときは、当該請求を拒むことはできない。ただし、次項た

だし書に規定するおそれが認められる部分については、これを除いて閲覧又は謄写に応

じるものとする。 

３ 市長は、前項の資料の閲覧又は謄写に同意しない事業者を受託候補者選定のための会

議に参加させてはならない。ただし、資料の閲覧又は謄写についての同意が困難である

ことが客観的に明らかであり、かつ、資料の閲覧又は謄写をすることにより事業者の公

募が実現できなくなるおそれ、その他会議の目的が達成できないおそれがあると認めら

れるときは、この限りでない。 

４ 前項の規定に反して行われた選定行為は、無効とする。 

（中立の保持） 

第７条 委員は、プロポーザルに参加している特定の事業者に対して、利益又は不利益を

与える行為をしてはならない。 

（守秘義務） 

第８条 委員及び第５条第４項の規定による出席者は、職務上知り得た秘密を他に漏らし

てはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

（庶務） 

第９条 委員会の庶務は、市民生活部保険年金課において処理する。 

（補則） 

第１０条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委

員会に諮って定める。 

附 則 

（施行期日） 



 

この要綱は、令和８年５月２９日から施行する。 


